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第１章 子どもの読書活動推進計画の基本的な考え方 

 

１ 子どもの読書活動の意義 

「子どもの読書活動」は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かな

ものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものです。子ども

は読書を通じて、読解力や想像力、思考力、表現力等を養うとともに、多くの知識を得たり、多

様な文化を理解したりすることができるようになります。また、様々な図書に触れることで、自

ら学ぶ楽しさや知る喜びを体得し、更なる探究心や真理を求める態度を培うことができます。 

しかし、近年、ＩＣＴ環境の急速な普及など、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化してお

り、また、若い世代の読書離れや図書館離れなどにより、絵本や児童書などの貸出冊数は減少傾

向にあります。また、テレビやインターネット、映像・音楽・ゲーム機器等の様々な情報メディ

アの発達により、余暇の過ごし方の多様化、さらに幼少期からの読書習慣の未形成などにより、

子どもの活字離れが指摘されて久しい状況です。このように子どもの育ちをめぐる環境が著しく

変化している中で、子どもたちには様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決

していくことや、様々な情報を見極め新たな価値につなげていくこと、複雑な状況変化の中で目

的を再構築できる力を育むことが求められています。 

そのため、子どもが自分の人生をより深く生きる力を身につけていくためには、地域全体で未

来を担う子どもたちの成長を支える仕組みが必要であり、読書活動を推進していくことが極めて

重要です。それには社会全体の問題として、家庭、地域、図書館、学校、関連施設などが連携を

図って、子どもの主体的な読書活動を支えるための取組を行わなければなりません。 

 

2 国及び北海道の動向 

国は読書のもつ計り知れない価値を認識して、子どもの読書活動を支援するため、平成１２年

を「子ども読書年」と定めました。そして、翌１３年には「子どもの読書活動の推進に関する法

律」が施行され、国及び都道府県、市町村にそれぞれ「子どもの読書活動の推進に関する施策に

ついての計画」の策定に努めるよう求めました。令和５年３月には「子どもの読書活動の推進に

関する基本的な計画（第五次）」が閣議決定されています。 

北海道では、国が定めた「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、平成１５年に「北

海道子ども読書活動推進計画」（第一次計画）を策定し、子どもの読書活動の意義と今後５年間

にわたって北海道が取り組む子どもの読書活動の推進に係る施策の方向性や取組内容を示しま

した。その後、５年ごとに計画の成果・課題整理を行い、令和５年３月に「第五次計画」が策定

されています。 
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３ 洞爺湖町の小中学生の読書活動の現状（令和５年度全国学力・学習状況調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）小学生６年生の現状 

 

9%

9%

20%

21%

15%

26%

１日当たりの読書時間（小学校６年生）

２時間以上

１～２時間

３０分～１時間

１０分～３０分

１０分以下

全くしない

5%

10%

17%

24%7%

37%

１日当たりの読書時間（中学校３年生）

２時間以上

１～２時間

３０分～１時間

１０分～３０分

１０分以下

全くしない

29%

38%

9%

24%

読書は好きですか（小学校６年生）

好きである

どちらかといえ

ば好きである

どちらかといえ

ば好きではない

好きでない

3% 6%

6%

23%

62%

学校図書館や地域の図書館の利用

（小学校６年生）

週４回以上

週１～３回

月１～３回

年数回

ほとんど行かない

32%

24%

27%

17%

読書は好きですか（中学校３年生）

好きである

どちらかといえ

ば好きである

どちらかといえ

ば好きではない

好きでない

3% 2%
5%

17%

73%

学校図書館や地域の図書館の利用

（中学校３年生）

週４回以上

週１～３回

月１～３回

年数回

ほとんど行かない



4 

 

（１）小学校６年生の現状 

ア）「読書が好き」と答えた児童が全道や全国と比べて少ない傾向にあり（洞爺

湖町 29.4%、北海道 40.4％、全国 39.4％）、令和元年度の調査結果（洞爺湖

町の小学６年生）と比較しても少なくなってきています (令和元年度は

32％)。 

イ）１日の読書時間は、全道や全国とほぼ同じ数値となっていますが、全く読

書をしていない児童は、全体の４分の１以上となっています。また、61.8%

の児童が図書館をほとんど利用していません。（令和元年度は 59％） 

  ・１日 30 分以上の読書（洞爺湖町 38.2％、北海道 35.8％、全国 37.7％） 

  ・１日２時間以上の読書（洞爺湖町 8.8％、北海道 7.9％、全国 7.6％） 

  ・全く読書をしない児童（洞爺湖町 26.5％、北海道 26.4％、全国 24.5％） 

  ・図書館に「年数回程度行く」、または「ほとんど行かない」と答えた児童

（洞爺湖町 85.3％、北海道 70.9％、全国 66.8%） 

 

（２）中学校３年生の現状 

ア）「読書が好き」、または、「どちらかといえば読書が好き」と答えた生徒が全

道や全国と比べて少ない傾向にあります。 

・（洞爺湖町 56.1％、北海道 68.5％、全国 66％） 

イ）１日の読書時間は全道や全国とほぼ同じ数値となっていますが、全く読書

をしていない生徒は、全体の３分の１以上となっています。図書館利用も

少なく、「ほとんど行かない」生徒が 73.2％います。（令和元年度は 69.7％） 

   ・１日 30 分以上の読書（洞爺湖町 31.8％、北海道 28.6％、全国 28.4％） 

  ・１日２時間以上の読書（洞爺湖町 4.9％、北海道 5.7％、全国 5.4％） 

  ・全く読書をしない生徒（洞爺湖町 36.6％、北海道 36.3％、全国 36.8％） 

  ・図書館に「年数回程度行く」、または「ほとんど行かない」と答えた生徒

（洞爺湖町 90.3％、北海道 84.1％、全国 80.8％） 

 

（３）保育所の現状 

ア）各年齢に応じた内容の本を保育士が選び、毎日１０冊程度の読み聞かせを

行っています。 

イ）各保育所では図書（絵本・童話）の貸出を行っています。 

  ・令和５年度の貸出数（全保育所合計） ２，５６７冊 

  ・1 日の利用冊数（全保育所平均） ５冊 
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 資料／町内図書施設利用状況  

 

○洞爺湖町の人口の推移と施設利用状況 

合併時（H18.3.27）人口 １１，２２１人  

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

8,590人 8,390人 8,181人 8,095人 7,998人 

※各年度 3月 31日現在 

年 度 
あぶた読書の家 

利用者数（人） 貸出数（冊） 蔵書数（冊） 

元年度 ２，７２８ ５，０８１ ２７，５３３ 

2年度 １，９１８ ４，６６０ ２７，７３９ 

3年度 ２，３６６ ５，６２３ ２８，０５６ 

4年度 ３，４８７ ６，９７６ ２８，３８２ 

5年度 ２，８３６ ６，６９５ ２８，７７２ 

 

年 度 
みずうみ読書の家 洞爺総合センター図書室 

利用者数（人） 貸出数（冊） 蔵書数（冊） 利用者数（人） 貸出数（冊） 蔵書数（冊） 

元年度 １，２５６ １，６２９ ９，４０４ １，１８４ ２，２０２ １０，２３６ 

2年度 ８７８ １，５５２ ９，６１６ ８３８ ２，０２０ １０，６７１ 

3年度 １，２６０ １４７ ９，６１６ １，０５３ １，９７５ １０，９１９ 

4年度 ２，２４０ ４４２ ９，６８６ １，１１５ ２，４９０ １１，２３４ 

5年度 ７，０２２ ３１０ ９，６８６ １，０６４ ２，４５４ １１，４８２ 

※令和５年度みずうみ読書の家利用者数は職員・来客者の出入りも含む。（図書室内にジ

オパーク推進室事務所があるため） 

 

洞爺湖町内の図書施設利用状況については、年々減少している当町の人口と

相関するように、利用者数及び貸出数の減少が予想されています。 

学年が進むにつれて子どもの読書離れが進んでいる傾向が、令和５年度全国

学力・学習状況調査から明らかになっていますので、幼少期を含めて、小中学

生に対して読書活動を促す取組を進めることが重要となっています。 

 虻田地区にある「あぶた読書の家」では、子どもの利用者数は年々減少傾向

となっており、施設環境などが利用者数に影響している可能性を考慮すれば、

他の公共施設や小中学校、地域企業等との連携・調整を図り、子どもが読書に

触れる機会を増やすことが必要と考えられます。 
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４ 計画の目的  

 洞爺湖町では、さまざまな機会、さまざまな場所で子どもたちが発達段階に応じた読書

活動を行っていくことを願い、ここに「第三次計画」を継承し発展させた「第四次洞爺湖

町子どもの読書活動推進計画」を策定しました。 

この計画は子どもたちが夢と希望を持ち、健やかに育つために、家庭・学校・保育所・

地域・行政が一体となり、子どもの生活全体を見直し、生活体験や自然体験などの様々な

活動と共に読書に親しむ気運を高めることを目的とします。 

 また、この計画を通して、子どものみならず町民全体が読書に親しみ、自ら学び、自ら

考え、自ら解決する力や言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにして人

生をより深く生きることができるよう環境の整備や事業の推進に努めます。 

５ 計画の位置づけ 

この計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」及び「北海道子どもの読書推進基

本計画」に基づき、洞爺湖町においても地域社会全体の中で読書活動が活発に行われるよ

う、策定した計画です。 

６ 計画の方針 

推進方策 重点事項 

１地域全体での子

どもの読書活動

の環境づくり 

（※１）町内２か所の読書の家並びに総合センター図書室及び学校

図書館の図書資料や施設・設備を充実し、子どもの身近なところで読

書のできる環境を整備するとともに、行政や民間などによる地域全体

での子どもの読書活動の環境づくりや、その推進体制の整備を促進し

ます。 

２家庭・学校・保育

所・地域における

読書活動の推進 

家庭や学校、保育所、地域がそれぞれの機能を発揮し、子どもが積

極的に読書しようとする意欲や態度を養い、読書習慣を形成すること

ができるよう、学校や「読書の家」などの関係機関、民間団体、事業

者などと緊密に連携し、相互に協力しながら、子どもの発達段階に応

じた読書活動を積極的に推進します。 

３読書の大切さを

伝える啓発活動 

子どもの読書活動の意義や重要性について、町民の理解と関心を深

めることが大切です。そのため、大人も含めて読書活動に対する理

解・関心を高められるよう、町や関係機関、民間団体や事業者などと

の連携・協力による普及啓発活動を促進します。 

（※１）以下「読書の家等」と表記する 

７ 計画の対象 

 この計画の対象は、０歳からおおむね１８歳とします。 

８ 計画の期間 

 この計画の期間は、令和６年度から１０年度までの５年間とします。 
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第２章 子どもの読書活動推進のための取組 

 

１ 地域全体での子どもの読書活動の環境づくり 

 

（１）読書活動推進に向けた協力体制づくり 

  子どもたちが読書に親しむためには、「読書の家等」を中心に関係する機関や団体が、

それぞれの立場でその役割を主体的に担い、社会全体の取組として子どもたちが自主的

に読書活動を進めることができる環境づくりに努めることが重要です。また、新型コロ

ナウイルス感染症の流行で生じた生活様式の変化による読書需要の高まりは、洞爺湖町

においても当てはまる部分があると考えられます。今後も引き続き、子どもと本との良

い出会いを支援していくために、地域全体で、子どもの読書活動推進につながる積極的

な働きかけを行っていく必要があります。 

 

《推進方策》 

ア）「読書の家等」と健康福祉センター並びに子育て支援センターとの連携を進め、乳幼児

を持つ保護者を対象とした各種事業を利用しながら読書活動への導入に努めます。 

イ）学校図書館と「読書の家等」の連携を密にし、積極的に関係者の情報交換を進め、貸

出事業等を行います。 

ウ）図書館間の協力貸出や相互貸借などを推進し、図書資料の共同利用を進めます。 

エ）保育所において絵本の「読み聞かせ」や情報発信、絵本の貸出を推進します。 

 

《具体的取組》 

△準備 ○新規 ●継続 

（実施主体の凡例） 家：家庭、 学：学校、 子：子育て支援センター、 健：健康福祉センター 

保：保育所 教：教育委員会、 読：読書の家、 ボラ：読書推進ボランティア団体 

読書活動推進に向けた協力体制づくり 実施主体 
実施年度 

６ ７ ８ ９ 10 

１読書推進関係者の情報交換 
学、子、健、保 

教、読、ボラ 
● ● ● ● ● 

２学校への図書貸出等の事業推進 学、読 ● ● ● ● ● 

３道立図書館や他市町村の図書館との連携 読、教 ● ● ● ● ● 

４保育所との連携、絵本の貸出推進 保、教、読 ● ● ● ● ● 
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（２）「読書の家」の図書室機能の充実や拡大 

子どもの読書活動を推進するために「読書の家等」の図書室機能の一層の充実や拡大を

図らなければなりません。また、大人にも読書活動に対する理解や関心を高めてもらうた

め、環境整備に努めることが必要です。また、子どもの電子媒体の利用が増加する中、社

会状況の変化を踏まえ、電子書籍と子どもの読書の関わり等に注視し、電子書籍の導入な

ど、ＩＣＴ環境の整備について検討する必要があります。 

 

≪推進方策≫ 

ア）教育委員会は「読書の家等」の担当者の研修に努め専門性を高めます。 

イ）「読書の家」は誰もが使いやすい施設に改善します。 

ウ）配慮を要する子どもにも対応した施設に努めます。 

エ）「あぶた読書の家」には、児童生徒の居場所となるよう教育指導専門員を配置し、相談

機能や学習指導の場としての役割を持たせます。 

 

≪具体的取組≫ 

 △準備 ○新規 ●継続 

（実施主体の凡例） 家：家庭、 学：学校、 子：子育て支援センター、 健：健康福祉センター 

保:保育所、 教：教育委員会、 読：読書の家、 ボラ：読書推進ボランティア団体 

図書室機能の充実や拡大 実施主体 
実施年度 

６ ７ ８ ９ 10 

１「あぶた読書の家」の担当者の研修参加促進 

（専門性を高めるために） 
教、読 ● ● ● ● ● 

２親しみのある「読書の家等」の設営 

 ア）くつろげる図書施設への改善 

 イ）きれいに整頓された図書施設に整備 

 ウ）人のいる温かみのある環境 

 エ）コンピュータを活用した情報化の推進 

教、読 △ ○ ● ● ● 

３気軽に立ち寄ることのできる図書施設への改

善（施設内外の環境整備） 
教、読 △ ○ ● ● ● 

４大活字本、さわる絵本等、障がいの状況に応

じた本や外国語の本の充実 
教、読 ● ● ● ● ● 

５児童生徒の心の居場所 読 ● ● ● ● ● 

６電子書籍導入による子どもの読書活動の充実 教、読 △ △ 〇 ● ● 
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２ 家庭・学校・保育所・地域における読書活動の推進 

 

（１）家庭と地域における読書活動の推進 

  子どもが読書を行う上で最も関わりが深いのは家庭であり、親や家族の働きかけが重

要なことから、健康福祉センターや「読書の家等」、読書推進ボランティアなどの連携に

より家庭における読書推進の啓発・啓蒙を図る必要があります。 

 

《推進方策》 

ア）乳幼児期からの読み聞かせなど、本に出会う機会を創出します。 

イ）家庭で親や大人が進んで読書をするなど、本を読む環境づくりや読書の日常化を図り

ます。 

ウ）「読書の家等」では読み聞かせの積極的な開催や、ボランティアの育成や支援などを一

層推進できるネットワークづくりを進めます。  

エ）保育所では、絵本の「読み聞かせ」の実施や貸出を推進し、絵本を通して親子の関係

を豊かにすることを知らせ、利用を進めます。 

 

≪具体的取組≫ 

 △準備 ○新規 ●継続 

（実施主体の凡例） 家：家庭、 学：学校、 子：子育て支援センター、 健：健康福祉センター 

保:保育所、 教：教育委員会、 読：読書の家、 ボラ：読書推進ボランティア団体 

家庭における読書活動の推進 実施主体 
実施年度 

６ ７ ８ ９ 10 

１家族による読み聞かせの実施 家 △ ○ ● ● ● 

２乳幼児健診時における読み聞かせの実施や絵

本の読み聞かせの重要性についてアドバイス 
健、読、ボラ ● ● ● ● ● 

３おすすめ絵本ブックリストの作成や紹介 読、ボラ ● ● ● ● ● 

４保護者への読み聞かせに関する知識や情報の

提供、図書だよりの発行 
子、保、読、ボラ ● ● ● ● ● 

５子ども向け図書館利用案内や広報紙の作成・

配布、ホームページ・ＳＮＳ等での周知 
教、読、ボラ △ 〇 ● ● ● 
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（２）学校における読書活動の推進 

児童生徒の学習意欲や関心、思考力や想像力・判断力を高め、表現力や行動力を豊かに

するとともに、学習指導要領が目指す教育を推進するために、読書活動の推進は極めて重

要です。このため、児童生徒が読書に親しむ習慣付けを一層推進するため、読書指導及び

学校図書館の図書資料の充実とその利用や活用を進め児童生徒の主体的・意欲的な学習活

動や読書活動につなげていくことが必要です。 

 

≪推進方策≫ 

ア）読書習慣の定着を図るため、一斉読書等の取組に努めます。 

イ）各教科書等における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学校図書館の活用を図

ります。 

ウ）児童生徒が使用する図書資料の均衡のとれた整備・充実と、学校図書館の新旧図書資

料の計画的な更新を進めます。 

エ）学校支援ボランティアや「読書の家等」との連携による読書活動の推進に努めます。 

オ）教育委員会で実施している読書感想画、読書紹介文の募集に対して協力します。 

 

≪具体的取組≫ 

 △準備 ○新規 ●継続 

（実施主体の凡例） 家：家庭、 学：学校、 子：子育て支援センター、 健：健康福祉センター 

保：保育所、 教：教育委員会、 読：読書の家、 ボラ：読書推進ボランティア団体 

学校における読書活動の推進 実施主体 
実施年度 

６ ７ ８ ９ 10 

１「朝の読書の時間・読書タイム」や「読書習

慣・月間」の実施 
学 ● ● ● ● ● 

２各教科、特別活動の時間帯等での学校図書館   

の利用及び図書館利用教育の推進 
学 ● ● ● ● ● 

３図書資料の計画的な購入と更新による整備充実 学 ● ● ● ● ● 

４家庭における読書の奨励のための情報提供 学 ● ● ● ● ● 

５学校支援ボランティアとの連携による読み聞

かせ活動の実施 
学、読、ボラ ● ● ● ● ● 

６「読書の家等」と連携した貸出事業の利用促進 学、読 △ ○ ● ● ● 

７読書感想画、読書紹介文の募集への協力 学、読、教 ● ● ● ● ● 

８新１年生に対する図書利用カード申込書配布 学、読 ● ● ● ● ● 
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３ 読書の大切さを伝える啓発活動 

 

（１）「読書の家等」を中心にした子どもの読書活動の推進 

子どもの読書活動は、発達の段階に応じて取り組むことが重要です。（※１３ページ【読

書に関する発達段階ごとの特徴】を参照） 

まず、幼児期においては、子育て交流の場は家庭とともに人間形成の重要な場であり、

生涯の中で最も知的好奇心が高く、想像力・思考力・語彙力などを広げ、豊かな感性を育

むには最適な時期です。このため、「読書の家等」と保育所・子育て支援センターが連携し、

読書推進ボランティアなどの協力のもとで地域の施設における読書活動を推進する必要が

あります。現在、いくつかの読書推進ボランティア団体が「読書の家等」や「母と子の館」

等で「読み聞かせ」の活動を積極的に実施しており、子育て交流の機会を設けていますが、

読書推進ボランティア団体が長くその活動を継続できるよう様々な面で支援していくこと

が大切です。 

３ページに掲載した調査結果からも分かるように、「読書の家等」を利用する児童生徒の

割合は学年が進むにつれて低くなる傾向があります。子どもたちの利用を促すためには、

読書だけではなく学習の場や憩いの場となるよう施設環境の整備が必要となるでしょう。

図書資料を充実させ、「読書の家等」に整備してある携帯用電子端末（タブレット）を活用

した学習方法の周知も必要となります。 

 

《推進方策》 

ア）ブックスタート事業の取り組みを継続しつつ、その内容の充実を図り、読書活動の定

着を推進します。 

イ）「読書の家等」は子どもの読書に対するサービスを町内全域に広げ、読書推進ボランテ

ィア、学校、子育て支援センター、その他関係機関との連携協力により読書環境の整

備に努めます。 

ウ）保育所において、「読書の家等」や読書推進ボランティアなどの連携により、幼児期か

ら読書習慣づけを進めるために子どもが絵本などに親しむ機会をつくります。 

エ）読書推進ボランティア団体等に対して、研修の機会や活動の場の提供などを支援しま

す。 

オ）より多くの児童生徒が集う「読書の家等」となるよう、図書事業の推進及び環境整備

に努めます。 

カ）民間団体と連携を図り、より多くの子どもたちに読書活動の推進に努めます 
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≪具体的取組≫ 

 △準備 ○新規 ●継続 

（実施主体の凡例） 家：家庭、 学：学校、 子：子育て支援センター、 健：健康福祉センター 

保:保育所、 教：教育委員会、 読：読書の家、 ボラ：読書推進ボランティア団体 

「読書の家」を中心にした 

子どもの読書活動の推進 
実施主体 

実施年度 

６ ７ ８ ９ 10 

１ブックスタート事業の実施と内容充実 
子、健、教、読 

ボラ 
● ● ● ● ● 

２読み聞かせ会などの実施 
学、子、健 

教、読、ボラ 
● ● ● ● ● 

３読み聞かせ活動の多様化と頻度の増加 読、ボラ ● ● ● ● ● 

４「読書の家等」の児童書コーナーの図書資料

の充実及び環境整備 
読、ボラ ● ● ● ● ● 

５学習コンテンツの入ったタブレットの整備と

利用者への周知 
読、教 ● ● ● ● ● 

６季節の行事のあわせた特集やテーマ展示   

の推進 
読、ボラ ● ● ● ● ● 

７子ども読書週間等における読書推進イベント   

の実施（※２）（※３） 

読、保、子、学、

ボラ 
● ● ● ● ● 

８おすすめ本のリスト作成、配布による読書   

推進 
読、子、学、ボラ ● ● ● ● ● 

９読書推進ボランティア養成講座等への参加 読、教、ボラ ● ● ● ● ● 

10読書推進ボランティアの活用 読、教、学、ボラ △ ○ ● ● ● 

11団体貸出の推進 
読、教、学、子 

ボラ 

● ● ● ● ● 

 

（※１）子育て支援センターと連携をし、『親子ふれあい遊び』に参加する親子への読み聞

かせなども実施する。 

（※２）子ども読書の日（４月２３日）子ども読書週間（４月２３日～５月１２日） 

（※３）球団読書推進キャンペーン（夏休み期間：７月中旬～８月下旬） 
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【読書に関する発達段階ごとの特徴】 

 

①就学前の時期（おおむね６歳頃まで） 

乳幼児期には、周りの大人から言葉をかけてもらったり乳幼児なりの言葉を聞いて

もらったりしながら言葉を次第に獲得するとともに、絵本や物語を読んでもらうこ

と等を通じて絵本や物語に興味を示すようになる。さらに様々な体験を通じてイメ

ージや言葉を豊かにしながら、絵本や物語の世界を楽しむようになる。 

②小学生の時期（おおむね６歳から12歳まで） 

低学年では、本の読み聞かせを聞くだけでなく、一人で本を読もうとするようにな

り、語彙の量が増え、文字で表された場面や情景をイメージするようになる。 

中学年になると、最後まで本を読み通すことができる子どもとそうでない子どもの

違いが表れ始める。読み通すことができる子どもは、自分の考え方と比較して読む

ことができるようになるとともに、読む速度が上がり、多くの本を読むようになる。 

高学年では、本の選択ができ始め、その良さを味わうことができるようになり、好

みの本の傾向が表れるとともに読書の幅が広がり始める一方で、この段階で発達が

とどまったり、読書の幅が広がらなくなったりする者も出てくる場合がある。 

③中学生の時期（おおむね12歳から15歳まで） 

多読の傾向は減少し、共感したり感動したりできる本を選んで読むようになる。自

己の将来について考え始めるようになり、読書を将来に役立てようとするようにな

る。 

④高校生の時期（おおむね15歳から18歳まで） 

読書の目的、資料の種類に応じて、適切に読むことができる水準に達し、知的興味

に応じ、一層幅広く、多様な読書ができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 


